
認定訪問療法士における認定申請の手続きに関する例外規定 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規定は、日本訪問リハビリテーション協会の認定訪問療法士における、認定訪問療法士要

綱細則 5条の例外について規定する。 

 

（申請期間の延長および要件） 

第２条 要綱細則第 5 条 1 項の認定審査期間は、次に掲げる要件に該当すると認定審査会で認定された

場合、審査会が指定する期間延長することができる。 

２ 自然災害、病気やけがによる休職期間の発生。 

３ その他、認定審査会が必要と認めた事由。 

４ ただし、定められた期間内に申請できない場合、申請資格は失効とする。 

 

（延長申請手続き） 

第３条 次に掲げる書類等を事実の発生後、可及的速やかに事務局に提出するものとする。 

２ 認定審査申請期間に関する申請書（様式 7）。 

３ 第 2条に該当する事由を証する書類等。 

 

（延長申請における審査及び可否決定通知） 

第４条 延長申請を受領後、認定審査会の合議により審査会長が可否および延長期間を決定し、申請者

に通知するものとする（様式 7-1）。 

 

（認定資格を失効した場合の処遇） 

第５条 認定審査の結果不合格となった場合または申請期間内に新規申請もしくは更新申請を完了でき

なかった場合、応用研修会の再履修で改めて認定申請を行えるものとする。認定申請の方法は

どちらの場合も新規申請に準ずる。ただし、どちらの場合も再履修後の認定申請は１回限りと

する。 

２ 新規申請の場合は次回の応用研修会が受講できない場合、更新申請の場合は翌年度の応用研修会が

受講できない場合に資格は失効する。 

３ 再履修のための証明書類は、新規申請の場合は認定審査会が発行する審査結果通知書または応用研

修の受講を証明できるもの、更新申請の場合は認定訪問療法士認定書をもって替えることができる。 

４ 更新申請の場合は、応用研修受講申請時に本協会主催の学術大会発行の演題発表抄録（学術大会名が

わかるもの）の写しを 1 部提出するものとする。ただし、申請できる演題発表抄録は、その学術大

会の開催期間が失効した認定訪問療法士資格有効期間内のもの、または失効した日から受講しよう

とする応用研修会の開催日までのものとする。 

５ 過去に認定訪問療法士資格を失効した会員についても、失効した理由に関わらず令和 5 年 4 月 1 日

より令和 8年 3月 31日まで第 5条の通り申請を行えるものとする。 

 

（規定の改定） 

第６条 本規定の改定に関する事項は、認定審査会の合議または、審査会長の決するところによる。 

 

（附則） 

本規定は、平成 28年 11月 6日から施行する。 

本規定は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

本規定第 5条 5項については令和 8年 4月 1日に限り、その効力を失う。 


